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ワン
ポイント

（皐月）MAY

日 月 火 水 木 金 土

5 2026（令和8年）

◆  5 月 の 税 務 と 労 務 5月

取引かけこみ寺　代金の未払いや不当なやり直しなど、取引上の悩み相談を受け付ける
「下請かけこみ寺」が「取引かけこみ寺」へと名称変更されています。今年1月に「下請法」
が「中小受託取引適正化法（取適法）」へ改正されたことに伴うもので、名称は変わりまし
たが、公正な取引環境を守る役割はこれまでと変わりません。

国　税／�4月分源泉所得税の納付� 5月11日
国　税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 6月1日
国　税／�9月決算法人の中間申告� 6月1日
国　税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 6月1日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告�

（年3回の場合）� 6月1日
国　税／�確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付� 6月1日
国　税／�特別農業所得者の承認申請� 5月15日

地方税／�自動車税・鉱区税の納付� �
� 都道府県の条例で定める日
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２　

主
な
改
正
内
容

⑴　

Ｔ
Ｏ
Ｂ（
公
開
買
付
制
度
）の 

見
直
し

①　

Ｔ
Ｏ
Ｂ
義
務
基
準
の
引
下
げ

　

Ｔ
Ｏ
Ｂ
と
は
、
一
定
以
上
の
株
式

を
取
得
し
て
経
営
に
影
響
を
及
ぼ
す

場
合
に
、
広
く
株
主
に
対
し
て
公
開

の
買
付
け
を
行
う
制
度
で
す
。

　

Ｔ
Ｏ
Ｂ
は
従
来
、
議
決
権
の
３
分

の
１
（
約
33
％
）
を
超
え
て
取
得
す

る
場
合
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
こ
の
基
準
が
２
０
２
６
年
５

月
か
ら
30
％
超
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す
。

　

こ
れ
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
実

態
が
影
響
し
て
い
ま
す
。
会
社
分
割

や
合
併
と
い
っ
た
特
別
決
議
事
項

は
、
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
が
必

要
、
つ
ま
り
、
否
決
で
き
る
基
準
が

３
分
の
１
の
た
め
、
保
有
割
合
の
基

準
と
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

実
際
の
議
決
権
行
使
率
は
必
ず
し
も

高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
30
％
程
度
の
保

有
で
も
事
実
上
拒
否
権
を
行
使
で
き

る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
し
た
。
諸

外
国
で
も
30
％
と
す
る
ケ
ー
ス
が
多

く
、
形
式
上
の
基
準
と
実
際
の
乖
離

を
是
正
す
る
意
味
で
、
今
回
の
よ
う

な
基
準
の
引
下
げ
と
な
り
ま
し
た
。

　

支
配
権
取
得
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
く

な
る
た
め
、
国
内
企
業
買
収
・
Ｍ
＆

Ａ
実
務
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

②　

市
場
内
取
引
も
Ｔ
Ｏ
Ｂ
規
制
の

　

対
象

　

こ
れ
ま
で
対
象
外
だ
っ
た
市
場
内

の
立
会
内
取
引
も
、
Ｔ
Ｏ
Ｂ
規
制
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

従
来
、
市
場
内
取
引
で
は
一
定
の

透
明
性
や
公
正
性
が
担
保
さ
れ
て
い

る
と
い
う
前
提
の
も
と
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
市
場
内
取
引
を
通
じ
て

短
期
間
に
３
分
の
１
超
の
株
式
を
取

得
し
、
実
質
的
な
Ｍ
＆
Ａ
を
行
う
事

例
が
増
え
て
い
る
た
め
、
適
用
対
象

を
拡
大
し
ま
し
た
。
経
営
に
重
大
な

影
響
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
形
式

上
は
市
場
取
引
で
あ
っ
て
も
公
開
性

と
情
報
開
示
を
求
め
る
べ
き
だ
と
の

考
え
が
見
直
し
に
繋
が
り
ま
し
た
。

　

市
場
内
取
引
を
規
制
対
象
と
し
た

こ
と
に
伴
い
、
形
式
的
特
別
関
係
者

の
範
囲
か
ら
、
買
付
者
の
親
族
並
び

に
買
付
者
が
特
別
資
本
関
係
を
有
す

る
法
人
等
及
び
買
付
者
に
対
し
て
特

別
資
本
関
係
を
有
す
る
法
人
等
の
役

員
が
除
外
さ
れ
ま
し
た
。

③　

Ｔ
Ｏ
Ｂ
手
続
き
の
柔
軟
化

　

Ｔ
Ｏ
Ｂ
期
間
中
に
対
象
者
が
配
当

を
行
う
場
合
等
に
、
Ｔ
Ｏ
Ｂ
価
格
の

引
下
げ
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
Ｔ
Ｏ
Ｂ
の
撤
回
事
由
を
拡

充
し
ま
し
た
。
Ｔ
Ｏ
Ｂ
開
始
日
以
降

に
お
け
る
買
収
防
衛
策
の
導
入
、
Ｔ

Ｏ
Ｂ
を
通
じ
た
株
券
等
の
取
得
が
法

令
違
反
（
外
国
の
法
令
を
含
む
）
と

な
る
場
合
等
の
事
由
が
追
加
さ
れ
ま

し
た
。Ｔ
Ｏ
Ｂ
期
間
に
関
す
る
規
制
、

Ｔ
Ｏ
Ｂ
撤
回
に
関
す
る
規
制
等
に
つ

い
て
、
個
別
事
案
ご
と
に
金
融
庁
の

１　

概
要

　

公
開
買
付
制
度
・
大
量
保
有
報
告

書
の
改
正
を
含
む
「
金
融
商
品
取
引

法
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
が
２
０
２
４
年
５
月
22
日
に
公

布
さ
れ
、
そ
の
後
、
２
０
２
５
年
７

月
４
日
に
公
開
買
付
制
度
・
大
量
保

有
報
告
制
度
の
見
直
し
に
係
る
関
係

政
府
令
等
の
改
正
等
が
公
布
・
公
表

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
改
正
法
と
改
正
令
の
施
行
日

は
２
０
２
６
年
５
月
１
日
で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
の
改
正

金
融
商
品
取
引
法
の
改
正

　
２
０
２
６
年
の
法
改
正
に
お
け
る
注
目
点
の
一
つ
に
金
融

　
２
０
２
６
年
の
法
改
正
に
お
け
る
注
目
点
の
一
つ
に
金
融

商
品
取
引
法
の
改
正
が
あ
り
ま
す
。Ｔ
Ｏ
Ｂ（
株
式
公
開
買
付
）

商
品
取
引
法
の
改
正
が
あ
り
ま
す
。Ｔ
Ｏ
Ｂ（
株
式
公
開
買
付
）

と
大
量
保
有
報
告
制
度
の
ル
ー
ル
が
変
わ
り
、
ア
ク
テ
ィ
ビ

と
大
量
保
有
報
告
制
度
の
ル
ー
ル
が
変
わ
り
、
ア
ク
テ
ィ
ビ

ス
ト
（
物
言
う
株
主
）
や
Ｍ
＆
Ａ
（
合
併
・
買
収
）
の
動
向
、

ス
ト
（
物
言
う
株
主
）
や
Ｍ
＆
Ａ
（
合
併
・
買
収
）
の
動
向
、

企
業
と
投
資
家
の
対
話
の
あ
り
方
に
大
き
く
影
響
す
る
も
の

企
業
と
投
資
家
の
対
話
の
あ
り
方
に
大
き
く
影
響
す
る
も
の

と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
で
何
が
変
わ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が

　
今
回
の
改
正
で
何
が
変
わ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が

あ
る
か
な
ど
、
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

あ
る
か
な
ど
、
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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承
認
を
得
た
場
合
に
は
、
規
制
を
免

除
す
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

④　

公
開
買
付
届
出
書
の
様
式
の

　

見
直
し

　

公
開
買
付
届
出
書
の
「
買
付
け
等

の
目
的
」
欄
の
記
載
事
項
の
明
確
化

等
、
公
開
買
付
届
出
書
等
の
様
式
の

見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

⑵　

大
量
保
有
報
告
制
度
の
見
直
し

①　

共
同
保
有
者
の
明
確
化

　

大
量
保
有
報
告
制
度
は
、
上
場
企

業
の
発
行
済
株
式
の
５
％
超
を
保
有

す
る
株
主
に
対
し
て
情
報
開
示
を
義

務
付
け
て
い
ま
す
。
こ
の
際
、
複
数

の
投
資
家
が
一
定
の
関
係
を
も
っ
て

株
式
を
保
有
す
る
場
合
「
共
同
保
有

者
」
と
し
て
保
有
株
式
を
合
算
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
、
こ
の「
共
同
保
有
者
」

の
範
囲
が
不
明
確
だ
っ
た
た
め
問
題

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、

特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
複
数
の
機

関
投
資
家
が
協
働
で
企
業
と
対
話
す

る
ケ
ー
ス
で
も
共
同
保
有
者
に
認
定

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た
。
開

示
の
頻
度
が
緩
和
さ
れ
る
「
特
例
報

告
制
度
」
を
利
用
で
き
る
機
関
投
資

家
に
と
っ
て
は
、
共
同
保
有
者
と
み

な
さ
れ
れ
ば
開
示
の
負
担
が
増
え
る

た
め
、
投
資
家
同
士
の
対
話
や
協
働

が
委
縮
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
重
要
な
経
営

提
案
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
な
ど
一

定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
共
同
で
議

決
権
を
行
使
し
て
も
共
同
保
有
者
に

該
当
し
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、

共
同
保
有
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
る
た
め
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る「
個

別
の
権
利
の
行
使
ご
と
の
合
意
」
と

は
、
発
行
者
の
株
主
総
会
等
ご
と
に

す
る
合
意
で
あ
っ
て
、
合
意
の
対
象

と
す
る
当
該
発
行
者
の
株
主
総
会
等

の
議
案
を
他
の
議
案
と
明
確
に
区
別

で
き
る
よ
う
に
特
定
し
、
か
つ
、
当

該
議
案
に
対
す
る
賛
否
を
定
め
て
共

同
し
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
、

の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
定

め
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
重
要
提
案
行
為
（
経
営

に
影
響
す
る
提
案
）」
の
範
囲
が
整

理
さ
れ
、
役
員
の
選
任
を
追
加
す
る

等
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

②　

共
同
保
有
者
の
範
囲
の
見
直
し

　

役
員
兼
任
関
係
や
資
金
提
供
関
係

な
ど
、
一
定
の
外
形
的
事
実
が
あ
る

場
合
を
み
な
し
共
同
保
有
者
に
追
加

す
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

③　

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
取
扱
い

　

現
金
決
済
型
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
大
量
保

有
報
告
制
度
の
適
用
対
象
と
な
る
た

め
の
要
件
、
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
に
係
る
権
利
を
株
券
等
の
数
に
換

算
す
る
方
法
に
関
す
る
規
定
が
整
備

さ
れ
ま
し
た
。

④　

大
量
保
有
報
告
書
の
記
載
事
項

の
明
確
化
等

　

大
量
保
有
報
告
書
の
「
保
有
目

的
」
欄
や
「
担
保
契
約
等
重
要
な
契

約
」
欄
等
の
記
載
事
項
の
明
確
化
、

共
同
保
有
者
間
で
引
渡
請
求
権
等
が

存
在
す
る
場
合
の
株
券
等
保
有
割
合

の
計
算
方
法
の
適
正
化
等
と
と
も

に
、
大
量
保
有
報
告
書
の
様
式
の
見

直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

３　

残
さ
れ
た
課
題

　

日
本
市
場
特
有
の
問
題
と
し
て
指

摘
さ
れ
て
き
た
の
が
「
ウ
ル
フ
パ
ッ

ク（
オ
オ
カ
ミ
の
群
れ
）戦
術
」で
す
。

ウ
ル
フ
パ
ッ
ク
戦
術
と
は
、
複
数
の

投
資
家
が
形
式
上
は
独
立
し
た
立
場

を
装
い
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
連
携

し
て
株
式
を
取
得
し
議
決
権
を
行
使

す
る
手
法
で
す
。

典
型
例

　

�　

ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
Ａ
が
先

行
し
て
株
を
取
得

⬇

　

�　

そ
の
動
き
を
み
た
（
非
公

式
に
連
絡
を
取
り
合
っ
た
）

ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
Ｂ
・
Ｃ
・

Ｄ
が
追
随

◆　
　

◆　
　

◆

☞�　

明
確
な
契
約
が
な
く
、
議

決
権
行
使
の
合
意
を
書
面
で

残
さ
な
い
な
ど
表
向
き
は
協

調
取
得
で
も
共
同
保
有
者
で

も
な
い
が
、
結
果
と
し
て
、

短
期
間
で
支
配
力
に
近
い
影

響
力
を
確
保

　

今
回
の
改
正
で
は
、
形
式
的
な
数

字
の
変
更
に
と
ど
ま
ら
ず
、
企
業
支

配
や
投
資
家
行
動
の
実
態
を
重
視
し

た
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
ウ
ル
フ
パ
ッ
ク
の
ど
こ

ま
で
を
協
調
取
得
・
共
同
保
有
と
捉

え
る
か
の
線
引
き
は
、
引
き
続
き
課

題
と
し
て
残
り
ま
す
。
企
業
と
投
資

家
の
健
全
な
関
係
構
築
に
繋
げ
る
か

が
、
今
後
の
日
本
市
場
の
成
熟
度
を

左
右
す
る
と
い
え
ま
す
。

3─ 5月号



　ディズニーランドの入場券は、1983年
の開園当初は3,900円でしたが、2025年
には最大10,900円となっています。日本
経済新聞は、大人２人・小学生２人の４人
家族の１日入場料が平均賃金の何日分にあ
たるかを示す「ディズニー入場料指数」を算
出（1日当たりの平均賃金は厚生労働省の
データから試算）しています。開業当初、
家族４人の入場料は計13,400円で、当時
の平均賃金に対する指数は1.41日でした。
　2021年から入場券の変動価格制を導入
し、2022年にはアトラクションごとの優
先搭乗券の有料販売を始めたことにより高
単価化が進み、指数は2023年度に過去最
高の1.92日に達しました。この平均賃金
の約2日分という指数は、企業の賃上げ機
運が高まり平均賃金は上昇に転じたものの、
入場料等の引き上げが上回った結果といえ
ます。

　2026年１月に累計入場者が９億人を超
え、日本人１人当たり平均７～８回来園し
ている計算ですが、一家で来園する負担が
高まりα世代（４～11歳）の足が遠のいて
います。この年代は、2024年度に360万
人と10年間で31％減り、全体に占める割
合も16.6％から13.1％に下がりました。
一方、インバウンド客が拡大し、2024年
度には421万人に達し、４～11歳の構成
比を上回っています。また、資金力のある
40歳以上の構成比率が2020年度に４～
17歳を逆転し33.9％に上昇し、中高年が
未成年を上回っています。
　優先乗車券や土産品の代金なども含める
と、１日の園内支出額は５～６万円にのぼ
り“高嶺の花”になりつつあります。ディズ
ニーの魔法は特別な体験に対する素晴らし
いもので、価格と体験のバランスが重要で
す。単純な値上げではなく、遊び場に格差
が生まれないよう、今後は価格設定の多様
化や新たなサービスの提供が、夢の国であ
り続ける鍵となりそうです。

ディズニーランドは高嶺の花?!

の間で広がっています。恋愛や復讐モノな
どわかりやすい内容で、移動時間や昼休み
などスキマ時間に手軽に視聴でき、タイム
パフォーマンス（タイパ）を重視するＺ世代
の支持を集めています。従来のテレビドラ
マは薄型テレビに合わせた横長の画角です
が、ショートドラマはスマホ視聴に適した
縦型画面で配信されます。TikTokやYou	
Tubeに慣れ親しんでいる若者には、受け
入れやすくなっています。
　ショートドラマの市場は、調査会社の
YHリサーチによると、2031年に約11兆
円と2024年比で約９倍に拡大する予測も
あります。スタートアップのほか、NTTド
コモなど大手企業も参入し、新興企業が相
次いでいます。ビジネスモデルは、冒頭の
複数話を無料にして続きは課金すると視聴
できる形式や、月額料金で視聴できるサブ
スクリプション型です。続きを見たくなる
仕掛けが欠かせません。

「３分ドラマ」が活況
　１話３分程度のショートドラマが、若者
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